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１．開催日時  令和元年１０月１０日（木）午前９時から午前１０時４０分 

 

２．開催場所  東近江市役所 新館３１３会議室 

 

３．出席委員  １９人   欠席委員 ３人 

議席番号 出欠 議席番号 出欠 

１ 出 １２ 出 

２ 出 １３ 出 

３ 出 １４ 出 

４ 欠 １５ 出 

５ 欠 １６ 出 

６ 出 １７ 出 

７ 出 １８ 出 

８ 出 １９ 欠 

９ 出 ２０ 出 

１０ 出 ２１ 出 

１１ 欠 ２２ 出 

議長 （会長）  
 
 

４．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名 
   

第２ 議事上程 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 東近江市農用地利用集積計画（案）について 

議案第５号 農用地利用配分計画（案）について 

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の報告につ

いて 

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の報告につ

いて 

報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

報告第４号 農地の貸借権の合意解約の報告について 

     報告第５号 市街化調整区域内における農家住宅の農業者証明の報告について 
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５．事務局職員 

 

農業委員会事務局 

局 長 参 事 

主 幹 主 事 

 

    農業水産課 

 

 

 

 

６．会議の内容 

 

議 長  ただ今から、令和元年度第７回、１０月期の月例総会を開会致します。 

委員総数２２名のうち、現在の出席者数は１９名、欠席者数は３名であり、 

この総会は成立致します。 

      日程第１は、議事録署名委員の指名であります。 

議席番号２１番○○○○委員、２２番○○○○委員を指名致します。 

 

議 長  日程第２は、議事の上程であります。 

 

事務局  本日の日程２の議事の上程ですが、議案第５号「農用地利用配分計画（案）に

ついて」を追加させていただきます。 

 

議 長  議案第５号「農用地利用配分計画（案）について」の追加を許可します。 

 

議 長  最初に、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を 

議題と致します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、農地

法第３条第１項の規定に基づき、農地の権利を移転又は設定したい旨、次のと

おり申請があったので、許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  番号１について、南菩提寺町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の

農地２筆、南菩提寺町字八講田○○○番、２，９４０平方メートル外１筆、地

目「田」、合計５，３４６平方メートルについて贈与による所有権移転の申請

がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は３０１．７９アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

主 事 
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また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯二人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号２について、五個荘金堂町に居住される譲受人と京都市西京区に居住され

る譲渡人から、譲渡人所有の農地１筆、五個荘金堂町字外ケ辻○○○番○、７

７６平方メートル、地目「田」について売買による所有権移転の申請がされま

した。 

譲受人の取得後においての耕作面積は７４．０６アールで下限面積を上回って

おります。 

譲受人は地域の農業を理解しており、地域の農業に配慮するとのことで、周辺

地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、乾燥機、籾摺機、トラッ

クを所有しておられ、コンバイン、田植機は地元営農組織と共同利用をされて

います。経営農地は世帯三人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考え

ます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号３及び番号４については、譲受人が同じでありますので一括してご説明い

たします。 

番号３及び番号４について、平尾町に居住される譲受人と譲渡人二名から、そ

れぞれの譲渡人所有の農地１筆、平尾町字下代○○○○番、５３７平方メート

ル、地目「田」と平尾町字下代○○○○番、４７８平方メートル、地目「田」 

について売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１４３．９４アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、地域の農業に配慮するとのことで、周辺

地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、田植機、トラックを所有

しておられ、コンバイン、乾燥機、籾摺機は地元営農組織と共同利用をされて

います。経営農地は世帯二人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考え

ます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。それでは審議に入ります。 

１番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、２番について何かご意見はございますか。 
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         （異議なし） 

  それでは、３番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、４番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

  

議 長  それでは、議案第１号の１番から４番につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請について、農

地法第４条第１項の規定に基づき農地を転用したい旨、次のとおり申請があっ

たので、許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  本件の申請人は、池庄町に居住する者で自らの農地を住宅敷地、駐車場、物置

として利用する為に転用の申請があったものです。 

     なお、本案件については、住宅敷地と隣接しており、昭和２０年代後半から農

地法の許可を受けずに一体的に利用していたとして、顛末書付きの申請となっ

ています。 

     申請地は、東近江市池庄町字南野○○○○番○、登記地目「畑」、現況地目「宅

地」、面積４６６平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、自家用車等の駐車場所や生活用

品を保管する物置が必要となったため、住宅と隣接しており利便性が良いこと

から当該申請地を選定されました。 

土地の利用計画については、自家用車３台分の駐車場と庭、生活用品を保管す

る物置として利用される計画です。 

土地の造成計画につきましては、切土や盛土は行わず現状地盤を整地した後、

砕石と一部芝生張りで仕上げをされます。雤水については、地下浸透で処理さ

れます。 

申請地は、東近江市湖東支所から西へ約９００メートルに位置し、周囲を道路、

宅地、用悪水路に囲まれた都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土地であ

ります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等

の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地で

あることから、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 
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以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。 

     担当農業委員は、○○○○委員です。 

以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 

 

１２番  １０月７日に○○○○委員と私と事務局で現地調査を行いました結果を報告し

ます。 

事務局説明のとおり、自宅敷地に隣接した畑を住宅敷地、駐車場、物置に一体

使用されていた顛末案件ですが、転用は止むを得ないと判断しました。 

以上、報告とします。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。それでは審議に入ります。 

何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第２号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。 

     事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について、農地法第５

条第１項の規定に基づき、農地を転用し農地の権利を移転又は設定したい旨、

次ぎのとおり申請があったので、許可することについて意見を求めます。 

 

     申し訳ございませんが、説明に入ります前に議案書の訂正をさせていただきま

す。番号８の小田苅町の建売分譲住宅については、許可申請の取り下げ願いが

提出されましたので、本日の審議案件から削除を願います。 

 

それでは、番号１についてご説明いたします。 

    本件の譲受人は、三津屋町に事務所を置く認可地縁団体で、譲渡人は三津屋町

に居住する者２名で、売買により駐車場として利用するために転用の申請があ

ったものです。 

     なお、本案件については、平成２６年に農地法の許可を受けずに自治会の駐車

場として造成し、利用していたとして、顛末書付きの申請となっています。 

申請地は、東近江市三津屋町字柿立○○○番、外１筆、登記地目「畑」、現況

地目「宅地」、合計面積３１３平方メートルの土地です。 
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申請理由及び土地の選定理由につきましては、集落内は住宅が隣接しており、

自家用車の駐車場の確保が困難であることから、災害時の一時避難場所を兼ね

た周辺住民の駐車場の設置を検討された結果、集落内にあり利便性が良いため、

当該申請地を選定されました。 

土地の利用計画につきましては、自動車１５台分の駐車場として利用される計

画であります。 

土地の造成計画につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雤

水については、西側にある排水路へ放流される計画となっております。 

申請地は、市立八日市西小学校から北東へ約２９０メートルに位置し、周囲を

宅地、道路に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であります。

団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の施行さ

れていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号２についてご説明いたします。 

本件の譲受人は、山路町に居住する者で、譲渡人は伊庭町に居住する者で、売

買により自己用戸建専用住宅として利用するために転用の申請があったもので

す。 

申請地は、東近江市伊庭町字三ノ代○○○○番○、登記地目、現況地目ともに

「畑」、面積２４３平方メートルの土地です。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人夫婦は、現在山路町で借

家に居住しておりますが、将来のことを考え住宅の建築を検討された結果、実

家が同じ町内にあり利便性が良いことから当該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、建築面積１０８.２７平方メートルの住宅の建

築と自家用車の駐車場して利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、現状地盤に盛土を行い、転圧して仕上げる計

画です。雤水については、敷地内に会所桝を設置し既設水路へ放流されます。

また、生活雑排水は、公共下水道へ接続されます。 

申請地は、市立能登川西小学校から北西へ約５２０メートルに位置し、周囲を

道路、宅地、用悪水路に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地

であります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事

業等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農

地であることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、集落に接続して設置される住宅であることから、例

外的に許可できるものです。 
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資金については、金融機関からの借入と自己資金に調達され、一般基準におい

ても基準に抵触するものはなく、他の添付書類についても問題はありませんで

した。 

なお、申請地は都市計画法第２９条の規定による開発許可申請中であり、農地

転用の許可はこの許可と同時に行うものとします。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号３についてご説明いたします。 

本件の申請人である借受人は、永源寺相谷町に居住する者で、貸渡人は、借受

人夫婦と同居する妻の父で、今回、使用貸借により住宅に転用するため申請が

あったものです。 

なお、申請地については、農地転用の必要性を理解しておらず、今回、新築住

宅の建設に着手したとして、顛末書付きの申請となっています。 

先月も湖東地区で同様に農地転用許可前に住宅建設工事に着工された案件がご

ざいましたが、その際は、建築確認申請がされていたにもかかわらず着工され

たことから、その後、建築指導課に申し入れを行い、登記もしくは現況の地目

が農地である場合は、着工前に農地転用許可が必要である旨を記載した文書が

申請者に通知されることとなりました。 

     今回、本案件につきましては永源寺地区であり都市計画区域外となりますが、

木造２階建ての建物であることから建築確認申請の必要がなかったことと、農

地法の手続きを知らずに着工されてしまったものです。農地転用許可の必要性

につきましては、今後、農業委員会だよりや農地台帳に関する調査でのチラシ

などで周知してまいりたいと存じます。 

申請地は、東近江市永源寺相谷町字中村○○○番、登記地目は「畑」、現況地

目は「宅地」で、面積は４８５平方メートルの土地です。 

申請理由として、借受人は現在、家族と同居していますが、子供の成長に伴い

手狭になったため、両親の居住する近くの土地で住居を構えたいということか

ら申請されました。 

用地の選定理由につきましては、申請地は両親の居住する集落内に位置し、生

活面で助け合うこともでき、将来両親の面倒を見るにも近くであれば安心でき

ることから申請地を選定されました。 

土地の利用計画につきましては、建築面積６３．０平方メートルの２階建て住

宅１棟と自家用・来客用駐車場４台分、その他洗濯物干場、庭園に利用する計

画です。 

造成計画については、耕土を３０センチメートル鋤取り、約３０センチメート

ルの盛土をして整地をした後、砕石仕上げの計画です。 

雤水については、申請地北側の側溝へ放流され、家庭雑排水は、浄化槽を設置

し処理する計画となっています。 

申請地は、永源寺ダムから北西へ約７００メートルに位置し、周囲を宅地、用

悪水路に囲まれた都市計画区域外の農振白地の土地で、中山間地域等の農業公

共投資の対象となっていない１０ヘクタール未満の生産性の低い農地であるこ

とから、第２種農地と判断できます。 
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第２種農地は、事業の目的を達成するために申請地に代えて周辺の土地を供す

ることができるときは原則許可できませんが、集落に接続して設置される住宅

であることから例外的に許可し得るものと考えます。 

資金については、金融機関からの借入金により調達され、一般基準においても

基準に抵触するものはなく、その他の書類についても特に問題はなく追認許可

もやむを得ないと考えます。 

以上のことから、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相

当と判断いたしました。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号４についてご説明いたします。 

本件の譲受人、譲渡人はともに上羽田町に居住する者で、売買により駐車場と

して利用するために転用の申請があったものです。 

申請地は、東近江市上羽田町字貝地○○○番○、登記地目、現況地目ともに「畑」

     面積２１０平方メートルの土地です。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人世帯は８人家族であり、

自家用車を６台保有しておりますが、敷地内だけでは駐車できず自宅から離れ

た場所を借用し駐車しております。そこで利便性向上のため自宅の近くで譲っ

てもらえる土地を探しておられたところ、所有者との話がまとまり今回の申請

に至ったものです。 

土地の利用計画につきましては、自家用車６台分の駐車場とタイヤ等を保管す

るための物置として利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、現状地盤を整地した後、砕石を１０センチメ

ートル敷き転圧で仕上げる計画です。雤水については、地下浸透で処理されま

す。 

申請地は、市立八日市西小学校から南へ約１．１キロメートルに位置し、周囲

を宅地、道路、畑に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であ

ります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等

の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地で

あることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号５についてご説明いたします。 

本件の譲受人、譲渡人はともに神郷町に居住する者で、売買により駐車場とし

て利用するために転用の申請があったものです。 

申請地は、東近江市神郷町字辻○○○番○、登記地目「田」、現況地目「畑」

     面積１０９平方メートルの土地です。 
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     申請理由及び土地の選定理由につきましては、子どもが結婚し家族が増えたこ

とにより自家用車の駐車場が必要となったため、自宅から近く利便性が良いこ

とから、当該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、自家用車と来客用車両４台分の駐車場として

利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、耕土を１０センチメートル鋤取り、砕石を２

０センチメートル敷いた後、転圧仕上げとする計画です。農地との隣接部分に

はコンクリとを敷設され、土砂の流出を防止されます。雤水については、地下

浸透にて処理されます。 

申請地は、滋賀県消防学校から西へ約３７０メートルに位置し、周囲を宅地、

道路、田に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であります。

団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の施行さ

れていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号６についてご説明いたします。 

本件の譲受人は、栗見新田町に所在し土木業を営む法人で、譲渡人は広島市に

居住する者で、売買により資材置場、駐車場として利用するために転用の申請

があったものです。 

     なお、申請地については、平成２０年頃に譲渡人が物置を設置したが、農地法

の許可を受けていなかったとして、顛末書付きの申請となっています。 

申請地は、東近江市栗見新田町字七軒割○○○番○、外２筆、登記地目「畑」、

現況地目「畑、宅地」、合計面積１，２４９平方メートルの土地です。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人である法人は、地元で土

木業を営んでおりますが、事業量の増加に伴い既存の資材置場だけでは手狭に

なってきました。また、現在の置場が集落内にあり周辺住民に迷惑がかかるた

め、新たな用地の確保を検討された結果、当該地以外に利用できる土地がなく、

集落の外れにありかつ会社からも近く利便性が良いことから当該申請地を選定

されました。 

     土地の利用計画につきましては、残土や砕石、足場等の資材置場とトラック５

台分の駐車場として利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、切土や盛土は行わず、資材置場の部分は転圧

のみとし、駐車場の部分は砕石で仕上げる計画です。雤水については、一部は

地下浸透とし、残りは敷地内に素掘りの水路を設置し既設水路に放流される計

画です。 

申請地は、市立能登川北小学校から西へ約１．２キロメートルに位置し、周囲

を道路、畑、用悪水路に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地

であります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事
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業等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農

地であることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、事業の目的を達成するために申請地に代えて周辺の

土地を供することができないものであることから、例外的に許可できるもので

す。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

    担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号７についてご説明いたします。 

本件の譲受人は、建部堺町に居住する者で、譲渡人は八日市緑町に居住する者

     外１名で、売買により資材置場、駐車場として利用するために転用の申請があ

     ったものです。 

申請地は、東近江市建部堺町字穀垂○○番、登記地目、現況地目ともに「畑」

     合計面積７９平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人は地元で板金業を営んで

おりますが、以前から自宅敷地内だけでは資材や道具の保管場所が不足してお

りました。そこで、自宅から近い場所で新たな保管場所の確保を検討された結

果、所有者との話がまとまり、今回の申請に至ったものです。 

土地の利用計画につきましては、足場等の資材置場、車両２台分の駐車場とし

て利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、切土や盛土は行わず、転圧のみで仕上げる計

画です。雤水については、西側道路側溝へ放流される計画となっております。 

     申請地は、市立八日市北小学校から北東へ約５６０メートルに位置し、周囲を

宅地、道路、畑に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であり

ます。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の

施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であ

ることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の業務上必要な施設で、集

落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

     以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

本案についても事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 
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１３番  １０月７日に○○○○委員と私と事務局で現地調査を行いましたので報告いた

します。 

 

まず、１番の駐車場ですが、既に舗装がされてある顛末案件です。生産性の低

い農地であり、自治会の駐車場として致し方ないと考えます。 

 

     ２番ですが、地元に戻ってこられる方の自己用戸建専用住宅の転用であり、相

当と判断しています。 

 

     ３番ですが、住宅を建築中の顛末案件です。周りは高い石垣で農地としての利

用も困難な場所であり、築基準法の適用されない地域でもあることを考えると、

致し方ないと判断します。 

 

４番ですが、隣接する車庫や倉庫だけでは駐車できないため、駐車場として転

用されますが、相当と判断します。 

 

    ５番も駐車場ですが、婚姻により車両置き場が必要とのことで、住宅に隣接す

る場所であり、適当であると考えます。 

 

    ６番ですが、建設会社の資材置場と駐車場が不足し道も狭く不便をされている

ことから、出入りの安全性や利便性の良い県道沿いの場所を選定され、許可相

当と判断します。 

 

     ７番は、町外在住者の農地を管理されている方の資材置場と駐車場が手狭なこ

とから転用がされるものであり、適当であると考えます。 

 

以上で調査報告を終わります。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。 

  それでは審議に入ります。 

１番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

     それでは、２番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

それでは、３番について何かご意見はございますか。 

 

６ 番  ３番ですが、建築基準法が適用されないとはどういうことですか。 

 

事務局  都市計画区域外の区域であり、建築基準法の適用を受けない木造３階建て以下

の建築物などが該当します。 

 

議 長  都市計画区域外ではあるが、農地法の手続きが怠りないよう周知に努めてもら

いたいと考えます。 

次の案件の審議に進みます。 

 

議 長  ４番について何かご意見はございますか。 
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（異議なし） 

  それでは、５番について何かご意見はございますか。 

    （異議なし） 

それでは、６番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、７番について何かご意見はございますか。 

    （異議なし） 

 

議 長  それでは採決に移ります。議案第３号の１番から７番を承認される方は挙手を

願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  挙手多数と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第４号「東近江市農用地利用集積計画（案）について」を議題と致

します。事務局の説明を求めます。 

 

主 事  議案第４号東近江市農用地利用集積計画（案）を説明させていただきます。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により市が農用地利用集積計画

を定めるものです。 

農用地利用集積計画は１０月３１日の公告を予定しておりまして、公告によっ

て所有権が移転され利用権が設定されることになります。 

 

      今回の所有権移転は４件４筆６，０３１平方メートル、利用権設定は１７件３

２筆４５，９５０平方メートル、このうち、円滑化事業により農協を間にはさ

んだ貸借は１件５筆６，５７７平方メートルです。設定を受ける認定農業者は

７名で３１，０２５平方メートルが集積されており、認定農業者への集積率は

約６０パーセントです。 

  

     まず、議案の１ページから３ページが所有権移転で、４ページ以降が利用権設

定の議案になっております。次に補足説明をさせて頂きます。 

 

     １ページの番号１の所有権を移転する農地は下羽田町の１筆であり、１筆を売

買により、令和元年１１月８日に所有権が移転され、移転をする者は下羽田町

と近江八幡市に居住する者で、移転を受ける者も下羽田町に居住する者となっ

ており、○○○○さんの持ち分６分の１の所有権移転となります。 

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る○○○○○○○○の構成員であり、農地を取得したと同時に、４ページの番

号１に記載されておりますように、同法人と利用権設定をしております。 

そのため、利用権設定は令和元年１１月８日を始期日としております。 

このことから、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項に記載されている

農地所有適格法人の構成員が法人と利用権設定する目的のために農地を取得す

る場合は適当とすることから、本件を受理いたしました。 
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２ページの番号２の所有権を移転する農地は北清水町の１筆であり、１筆で○

○万○○○○円を対価として売買により令和元年１１月８日に所有権が移転さ

れ、移転をする者は栗東市に居住する者で、移転を受ける者は北清水町に居住

する認定農業者となっております。 

 

３ページの番号３、４の所有権を移転する農地は伊庭町の２筆であり、２筆で

○○○万○○○○円を対価として売買により令和元年１１月８日に所有権が移

転され、移転をする者は伊庭町に居住する者で、移転を受ける者も伊庭町に居

住する認定農業者となっております。 

 

     次に貸借の利用権関係ですが、４ページから１２ページまでが所有者と耕作者

による利用権設定で１３ページが円滑化事業による貸借となっています。 

  

続いて、中間管理事業に伴う利用集積計画（案）を説明させていただきます。 

所有者である貸し手から農地中間管理機構である滋賀県農林漁業担い手育成基

金に貸付される為の利用権の設定です。 

農地中間管理事業に伴う集積計画（案）につきましては、設定を受ける者であ

る借受人は、滋賀県農林漁業担い手育成基金となり、農用地利用集積計画につ

いては令和元年１０月３１日の公告を予定しております。公告によって利用権

が設定され、設定期間は１１月１日からとなります。 

 

議案の１ページ目から１６ページ目までが利用権設定の議案になっております。 

 

以上が補足説明です。 

 

本案については、農用地の効率利用、安定的に農業経営を行うと考えられます

ことから、農用地利用集積計画（案）の決定をお願いするものです、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

      

議 長  本案につきまして何かご意見はございますか。 

 

２２番  ページ１の土地持ち分６分の１の所有権移転とは面積の持ち分なのですか。 

 

主 事  移転をする者の二人の持ち分が６分の１と６分の５であり、一方の６分の１を

移転し、一方が６分の６全部を所有するものです。 

 

議 長  それでは採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第５号「農用地利用配分計画（案）について」を議題と致します。 

     事務局の説明を求めます。 
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主 事  それでは、議案第５号農用地利用配分計画（案）について、説明させていただ

きます。 

 

中間管理事業の推進に関する法律により、滋賀県農林漁業担い手育成基金が農

用地利用配分計画（案）を作成し、農業委員会の意見を聴くこととなっており

ます。 

     農地中間管理機構からの委託を受けて市やＪＡが窓口となり、５月～６月にか

けて貸し手からの申し出される農地の受付と借手の募集を行い、その後農地中

間管理機構と連携して貸し手と借り手のマッチングを行い、７月３０日に開催

された利用調整会議を経て、農用地利用配分計画（案）を作成したものです。 

      先の議案で決定いただきました滋賀県農林漁業担い手育成基金と利用権設定さ

れた農地について、機構によるマッチングにより借受けた全ての農地を、借受

希望のあった法人、認定農業者などの担い手へ貸付を行うものとなっておりま

す。 

     配分計画の契約開始日は令和元年１２月１７日からとなっており、県の公告予

定日は１２月１６日となっています。 

     また、中間管理事業分の農用地利用集積計画による利用権設定の筆数・面積と、

農用地利用配分計画（素案）の筆数・面積の差につきましては、先月末公告で

の、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項に記載されている農地所有適

格法人の構成員が認定農業者である法人と利用権設定する目的のために農地を

取得する場合は適当とする所有権移転の者の筆数・面積と、農用地利用配分計

画（素案）１０ページに記載されております、機構からの貸し手交換の者の筆

数・面積との差となっております。 

 

     農用地利用計画配分（案）についての説明は以上ですが、本日、この計画（案）

に対するご意見をお伺いした後、その意見を付して農地中間借機構がこの計画

(案)を県に提出され、知事の認可、公告という流れとなります。 

     どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。それでは審議に入ります。 

     何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

   

議 長  それでは採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。 

（挙手全員） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、事務局長の専決事項として処理しております、報告第１号「農地法第４

条第１項第７号の規定による農地転用届出の報告について」、報告第２号「農

地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の報告について」、「２ア

ール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告について」、報告第３号「農地

法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」、報告第４号「農地の

貸借権の合意解約の報告について」、報告第５号「市街化調整区域内における

農家住宅の農業者証明の報告について」を事務局に一括して報告を求めます。 
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事務局  それでは、報告第１号から報告第５号まで、一括して報告させていただきます。 

 

まず、報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の報

告についてを報告させていただきます。 

議案書９ページをご覧ください。 

 

 １番について、ご説明します。 

    本件の届出者は、東近江市八日市清水一丁目に居住する者で、届出の所在地は

東近江市八日市清水二丁目○○○番○で、登記地目「田」、現況地目「宅地」

で、面積は、１９平方メートルです。 

位置については、市立箕作小学校から東へ約５００メートル離れた「近隣商業」

内に位置します。 

転用目的は、農業用倉庫です。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

２番について、ご説明します。 

本件の届出者は、東近江市小脇町に居住する者で、届出の所在地は東近江市東

沖野二丁目字沖野○○○○番で、登記地目「原野」、現況地目「田」で、面積

は１，６８５平方メートルです。 

位置については、県立八日市南高校から南東へ約３５０メートル離れた「第２

種中高層住專」内に位置します。 

転用目的は、共同住宅です。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

以上、届出地２件は、道路と住宅に囲まれた一角で、付近には影響もなく適正

と認め受理したものです。 

受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事務局長の専決

事項」第８号「農地法第４条第１項第７号又は第５条第１項第６号に基づく届

出の処理に係る委員会の権限」により交付しております。 

 

事務局  次に、報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の報

告についてを報告させていただきます。 

議案書１０ページから１１ページをご覧ください。 

 

１番について、ご説明します。 

本件の譲受人は、野洲市西川原１丁目で不動産業を営む法人で、譲渡人は、東

近江市ひばり丘町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市聖徳町○○○○番○で、登記地目、現況地目共に「畑」

で、面積は１９８平方メートルとなります。 

位置については、市立聖徳中学校から南へ約２００メートル離れた「第 1種中

高層住專」内に位置します。 

転用目的は、専用住宅です。 

届出地は、周囲を住宅と道路に囲まれており、付近への影響もなく適正と認め

受理したものです。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 
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２番について、ご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市林町で不動産業を営む法人で、譲渡人は、東近江市

佐生町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市長勝寺町字川久保○○○番○で、登記地目、現況地

目共に「田」で、面積は１，６４６平方メートルとなります。 

位置については、滋賀県消防学校から南西へ約６００メートル離れた「第 1種

中高層住專」内に位置します。 

転用目的は、資材置場です。 

届出地は、周囲を田と道路に囲まれており、付近への影響もなく適正と認め受

理したものです。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

３番について、ご説明します。 

本件の譲受人は、京都市上京区に居住する者で、譲渡人は、犬上郡甲良町に居

住する者で、贈与により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市八日市浜野町○○○番で、登記地目「畑」、現況地

目は「宅地」で、面積は６９平方メートルとなります。 

位置については、近江鉄道八日市駅から北へ約３５０メートル離れた「第 1種

住居」内に位置します。 

転用目的は、倉庫用地です。 

届出地は、周囲を住宅と道路に囲まれており、付近への影響もなく適正と認め

受理したものです。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

４番について、ご説明します。 

本件の譲受人は、米原市中多良で不動産管理業を営む法人で、譲渡人は、東近

江市中小路町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市中小路町字下巾○○○番○で、登記地目、現況地目

共に「田」で、面積は１，２５１平方メートルとなります。 

位置については、名神高速道路八日市ＩＣから北へ約５００メートル離れた「第

１種中高層住專」内に位置します。 

転用目的は、駐車場です。 

届出地は、周囲を宅地と道路に囲まれており、付近への影響もなく適正と認め

受理したものです。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

５番について、ご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市佐生町で特定建設業を営む法人で、譲渡人は、東近

江市佐生町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市佐生町字登り道○○○番外１筆で、登記地目、現況

地目共に「田」で、併せて面積は１，７１４平方メートルとなります。 

位置については、市立能登川第１幼児園から南へ約６００メートル離れた「第

１種住居」内に位置します。 

転用目的は、駐車場です。 

届出地は、周囲を田と住宅に囲まれており、付近への影響もなく適正と認め受

理したものです。 
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担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

以上、５条５件の受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条

「事務局長の専決事項」第８号「農地法第４条第１項第７号、第５条第１項第

６号及び第４３条第１項による届出の処理に係る委員会の権限」により交付し

ております。  

 

事務局  続いて、報告第３号、農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告につい

てを報告させていただきます。 

議案書１２ページから１４ページをご覧ください。 

 

今回の番号 1 番から番号１７番につきましては、全て相続により所有権を取得

されたものです。 

届出人について、「あっせん希望の有無」については全て「無」となっており

ます。 

なお、届出をされた者への受理通知につきましては、届出された農地について

「農地台帳」等関係書類により確認後、第１４条「専決事項」第９号「その他

軽易な事項に関すること」の規定に基づき、事務局長の専決により交付してお

ります。 

 

事務局  次に、報告第４号、農地の貸借権の合意解約の報告についてを報告させていた

だきます。 

議案書１５から１７ページをご覧ください。 

 

賃貸借権及び使用貸借権の合意解約について説明をします。 

賃貸借権の合意解約につきましては、1番から１０番までです。 

届出９番が「農地法第３条」によるもの、その他は「農業経営基盤強化促進法」

によるものの解約です。 

また、農地中間管理事業に関連する届出はありませんでした。 

解約理由につきましては、届出４番と７番、９番が自作で、届出８番が転用、

その他は貸替えに伴う解約となっています 

 

次に 議案書１７ページをご覧ください 

 

使用貸借の合意解約につきましては、１番から３番までです。 

届出１番と２番につきましては「農地中間管理事業の推進に関する法律」によ

るもので、それ以外が「農業経営基盤強化促進法」によるものです。 

また、農地中間管理事業に関連する解約につきましては、届出１番と２番が「農

地中間管理機構と担い手によります農地利用配分計画」の解約で、届出３番は

「所有者と農地中間管理機構との農業経営基盤強化促進法による利用権」の解

約ということで届出されたものです。 

解約理由につきましては、届出２番、３番が転用に伴う解約で、届出１番は担

い手の変更に伴う解約となっています。 

 

事務局  次に、報告第５号、市街化調整区域内における農家住宅の農業者証明の報告に

ついてを報告させていただきます。 
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     議案書１８ページをご覧ください。 

 

申請人は、東近江市乙女浜町に居住する者で、東近江市乙女浜町字里ノ南   

○○○○番、○○○番の敷地に農家住宅を建築予定です。 

今回の申請は、建築主が農業者の子であることの証明願いであるため、審査の

結果、農地の法定相続面積は２９４．４５アールであり、農業者基準第５号に

該当する農業者であることを確認し、証明書を交付したものです。 

 

以上、１件の証明書の交付につきましては、農業委員会規程第９条に基づき「事

務局長専決事項」として交付しております。 

 

事務局  以上、報告第１号から第５号の報告とさせていただきます。 

 

議 長  事務局の報告が終わりました。 

ただいまの報告事項について、何かご意見はございますか。 

 

議 長  無いようですので、それでは、これで「報告事項」を終わります。 

 

議 長  以上で本日の議事及び協議、報告案件はすべて終了致しました。 

これをもって令和元年度、第７回、１０月期の月例総会を終了致します。 

長時間のご審議ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するために署名する。 

 

 

議 長   ○ ○  ○ ○ 

     

     

２１ 番   ○ ○  ○ ○ 

 

 

２２ 番   ○ ○  ○ ○ 


